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概略
► 本制度では、大企業

は、小規模企業サプ

ライヤーへの支払期

間および支払状況を

半年毎に報告するこ

とを求められます。

► この報告内容は公的

ウェブサイト

「Payment Times
Register」上で公表

されます。

► この制度は支払期間

報告規制当局（A
Payment Times
Reporting
Regulator ）によっ

て運用されます。

► 報告には、それが会

社の主たる機関（取

締役会等）に提出さ

れる旨の宣言を含め

なければなりませ

ん。

► この報告義務に違反

した場合、罰金が課

されます。

► 規制当局は、まもな

く申請する必要のあ

る企業をリスト化した

「スマートフォーム」を

発行します。このリス

トがすべての企業を

網羅してない可能性

にご注意ください。

オーストラリア連邦政府は、大企業および連邦政府の特定の機関に対する新たな報告義務

を導入し、小規模企業サプライヤーへの支払期間および支払状況の開示を義務付けまし

た。

この支払期間報告制度（Payment Time Reporting Scheme、以下「PTR 制度」）は、

2021 年 1 月 1 日より開始されます。

本制度の対象企業は？
登録慈善団体を除くオーストラリア国内で事業を行う企業のうち、直近の年度において総収

入額が以下のいずれかに該当する企業に報告が義務付けられます。

また、PTR 制度上の登録および報告を企業が任意で行うことも可能です。

報告義務のある企業は、小規模企業への支払期間および支払条件を、公的ウェブサ

イト「Payment Times Register」上で開示しなければなりません。

小規模企業は「支払期間小規模企業確認ツール（SBIT）」上で確認できる予定で

あり、これには直近の所得年度の売上高合計が 1,000 豪ドル未満の企業が含

まれます。SBIT は 12 月中旬から利用可能になる予定です。

いつ報告する必要がありますか？
報告義務のある企業は、半年毎に、報告期間の末日から 3 ヵ月以内に報告を行うことが求

められます。

6 月と 12 月を決算期とする企業は、2021 年 1 月 1 日から始まる 6 ヵ月の報告期間より

報告が求められ、提出期限は 2021 年 9 月 30 日となります。決算期が上記と異なる企業

はそれに応じて報告期間も異なります。

支払期間報告制度（PTR）制度

総収入額が 1
億豪ドル超の

企業

企業グループの

「支配企業」の場

合、グループ総収

入額が 1 億豪ドル

超

「支配企業」の傘下

にある企業グループ

の一員である場合、

その単体の総収入

額が 1,000 万豪ド

ル超
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どのような報告が必要ですか？

PTR 制度は、産業・科学・エネルギー資源省の

シニア・エグゼクティブ・サービス担当者（以下

「規制当局」）が運営します。

PTR 制度の規則はまもなく最終決定される予定です。現行

法および規則案上、報告義務のある企業は、取引先である

小規模企業サプライヤーに関する以下の情報を報告する

義務を負います。

► 標準的な支払条件

► 報告期間中に支払った小規模企業からの請求書につい

て、以下の期間別の内訳

► 請求書受領日から 20 日以内

► 請求書受領日から 21 日目以降 30 日以内

► 請求書受領日から 31 日目以降 60 日以内

► 請求書受領日から 61 日目以降 90 日以内

► 請求書受領日から 91 日目以降 120 日以内

► 請求書受領日から 121 日目以降

► 報告期間中の小規模企業サプライヤーからの調達が調

達全体に占める割合（総額ベース）

► サプライチェーン・ファイナンスの取り決め（リバースファ

クタリングまたはダイナミックディスカウンティング）

► 報告に署名した責任者の名前および報告が会社の主た

る機関（取締役会等）に提出される旨の宣言

罰金

PTR 制度の報告要件を遵守しなかった報告企業には罰金

が課される可能性があります。

特に、以下の状況においては、多額の罰金が適用される可

能性があります。

► 規制当局に報告を提出しなかった場合

► 虚偽または誤解を生じさせる報告を提出した場合

► 対象期間中の記録を作成しなかった場合

► 規制当局が発行する監査通知を遵守しなかった場合

企業への主な影響

► 情報が公開されるため、報道機関／メディアの注目を集

める可能性がある

► 規制当局には遵守状況を監査する権限が与えられる

► 社内の買掛金システムに必要なデータポイントが組み

込まれているか？ 組み込まれていない場合、21 年 1
月 1 日から始まる最初の報告期間（決算期が 6 月と

12 月の企業の場合）に間に合うよう準備できている

か？

► 違反した場合、最大で、当該違反が発生した年

度の報告企業の合計所得の 0.6%に相当する罰

金が課される可能性がある

► この報告により会社のコーポレートシチズンシッ

プにどのような影響が生じるか？

► 運転資本管理にどのような調整が必要となる

か？

EY ができること

税金、運転資本およびデータ解析を網羅した

EY の多角的アプローチにより、クライアント

における PTR 制度に関する課題の整理とコ

ンプライアンスを支援いたします。

EY は、下記の分野でサポートすることが可

能です。

► オーストラリアにおけるクライアントのグ

ループ構造をレビューし、本制度の報告

義務対象となるグループ企業を確認しま

す。

► 本制度の報告目的上必要なデータの収

集がクライアントのシステム上可能にな

るよう支援します。

► EY のデータ解析ツールを用いて PTR
報告のレビューおよび作成を行います。

► 支払条件のモニタリング、改善が必要な

分野を確認します。

► 運転資本の最適化：小規模企業への支

払条件および適時支払いの状況をレビ

ューする際、同じデータを使って、全ての

サプライヤーに対する支払条件や定期

的な支払業務を最適化できないか判定

します。売掛金または棚卸資産を持続可

能なかたちで削減することにより、買掛

金増加の影響を相殺できる可能性があ

ります。

► 適時支払いの管理およびモニタリング：

取引プロセス管理を審査し、小規模企業

への各支払いが適切に特定され期限ま

でに支払われているかを確実にします。

これには、問題や不正確さによって遅ら

せる必要のある支払いを特定して管理

する例外管理も含まれます。

► 報告内容の承認に関する社内のガバナ

ンスフレームワークおよびポリシーをレビ

ューします。
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